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１ 計画の名称 

○「湖南市障がい者の支援に関する基本計画 みんなでとりくむ つばさプラン」は、みん

なの想いを乗せて大空を飛ぶ鳥のつばさをイメージしています。 

○一人ひとりの自己実現を大切にし、互いに支え、支えられながら、共に生きられる社会の

実現をめざした湖南市の想いを表すものとして、第３次計画においてもこの名称を引き継

ぎます。 

 

２ 計画の位置づけと計画期間 

○この計画は「障がい者計画」「障がい福祉計画」「障がい児福祉計画」で構成されます。 

 

（１） 「湖南市障がい者計画」 

○ 

○本市の障がい福祉分野のまちづくりの指針となる計画です。 

○「障害者基本法第１１条第３項」の規定に基づき、地方自治体に策定義務がある市町村障

害者計画です。 

 

（２）「湖南市障がい福祉計画」 

○「湖南市障がい者計画」を踏まえて策定するもので、障がい福祉サービス等の供給に目標

数値を掲げて、具体的な整備を推進するための計画です。 

○「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）第

８８条第１項」の規定に基づき、地方自治体に策定義務がある市町村障害福祉計画です。 

 

（３）「湖南市障がい児福祉計画」 

○平成３０年４月 1日施行の「改正児童福祉法第３３条の２０第１項」の規定に基づき、地

方自治体に策定義務がある市町村障害児福祉計画です。 

○「同 第６項」に基づいて、「湖南市障がい児福祉計画」は「湖南市障がい福祉計画」と一

体のものとして策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 はじめに 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

湖南市 

障がい者計画 

      

湖南市 

障がい福祉計画 

      

湖南市 

障がい児福祉計画 

      

 

第 3 次 

第 6 期 第 7 期 

第 2 期 第 3 期 
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１ めざすまちの将来像 

○本計画は、第１次計画以来の考え方を継承して、「いきいき条例」の目的に基づき、障がい

のある人一人ひとりの能力、適性、発達段階及び社会環境に応じた保健、福祉、医療、教

育及び就労に関する施策を横断的かつ計画的に推進することによって、障がい者の自立及

び障がい者がいきいきと安心して生活できる地域社会の実現をめざすものです。 

○本計画がめざすまちの将来像（理念）については、第２次計画の考え方を引き継ぎ、次の

とおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ この計画を進めるのは 

○本計画は、第２次計画と同様、みんなで協力し合って進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 めざすまちの将来像や基本となる考え方 

めざすまちの姿（理念） 

一人ひとりが自分らしく 共に生きるまち 湖南市 

みんなでとりくむ つばさプラン 

行政、サービス事業者、医療機関、 

保育園や幼稚園、学校、企業、団体、 

障がいのある人を含むすべての市民 
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３ この計画の目標 

○第２次計画改訂版の４つの目標について検討を加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１：発達支援システムの充実   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（課題） 

■長期的な人材の確保と育成が課題 

■発達支援システムが学齢期だけで終わる。ゆ

りかごから墓場までの切れ目のない取り組み

が必要。 

◆ここあいパスポートを切れ目のない支援の仕

組みづくりに有効活用したいところだが、そ

の運用には、普及の面でも活用の面でも課題

がある。 

 

（第２次計画改訂版の内容） 

目標１：一人ひとりの発達・成長を応援する 

障がいのある子どもや発達に支援の必要な子どもが自分の持てる力を十分に発揮し、自分ら

しく健やかに成長できるよう支援のネットワークを広げます。 

【施 策】 

施策１：発達支援システムの充実    

施策２：支援が必要な子どもの早期発見・対応 

 施策３：教育・保育の充実 

施策４：放課後等児童対策の充実 

 

 

 

（取り組みの方向） 

・乳幼児期から成人期までの発育と発達を個別

に援助できる多様性のある発達保障体制を確

立する。 

・ここあいパスポートの有効活用をはじめ、子

育てに関する諸施策と学校教育にもとづく、

切れ目のない支援の仕組みづくりを推進す

る。 

・本人支援のみならず家族や家庭生活に対する

支援も踏まえた多角的な援助体制を充実す

る。 

・就学・進学・就労時の個別支援情報の引継ぎ

による継続的な支援がさらに充実するよう、

協議や研修を通して、情報共有や関係機関の

連携の体制をさらに強化する。 

●：ニーズ調査（18 歳未満）   ■：団体ヒアリング調査 

◎：ニーズ調査（18 歳以上）   ◆：甲賀地域障害児・者サービス調整会議 

〇：アンケート調査（一般市民）  ★：策定委員会等での議論（意見） 
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施策２：支援が必要な子どもの早期発見・対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３：教育・保育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（課題） 

●「発達や障がいを最初に心配した年齢」は調

査を経るごとに高くなってきており、「０歳」

での割合は前回調査では 34.5%に対し、今回

は 25.3％であった。 

●発達や障がいに気づいた時「１ヶ月以内に専

門機関に相談しなかった理由」として、「相談

先がわからなかった」29.0%、「重要なこと

とは思わなかった」19.4%であった。 

◆発達障がいのある方への支援においては、そ

の特性だけでなく、その時々の社会状況に応

じた支援を検討する必要がある。 

 

（取り組みの方向） 

・本人支援と家族支援を切り離さず、保護者が

わが子を理解する過程に寄り添い、本人が自

分の特性を理解できるような支援体制を整え

る。 

・発達障がいのある方への相談や支援を具体的

に実践できる人材の育成に取り組む。 

 

（課題） 

●◎〇差別や偏見、虐待などをなくすための取

り組みとして、「学校での福祉教育の充実」と

の回答が最も多かった。 

■加配保育士・加配教員の勤務形態の見直しを

含めた確保と育成。 

■交流などの活動が、一部小学校や養護学校に

限られており地域全体に広がっていない。 

 

 

 

（取り組みの方向） 

・インクルーシブ教育の拡充により、障がいの

ある人ない人にかかわらず自分らしく生きら

れる共生社会の実現に寄与する。 

・障がいのある子どもたちへの支援とともに、

共生社会の一員となる子どもたち全体への福

祉教育を充実させ、障がいへの理解の促進と

共生社会実現への意識を醸成する。 

・合理的配慮を徹底するための、教育・保育に

関わる加配者の質的な向上も含めた、人材確

保・育成の体制づくりを進める。 
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施策４：放課後等児童対策の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（第２次計画改訂版の見直し案） 下線箇所が見直し部分 

目標１：一人ひとりの発達・成長を支援する 

 

障がいのある子どもや発達に支援の必要な子どもが自分のもてる力を十分に発揮し、自分ら

しく健やかに成長できるよう、関係機関の連携のもと、発達支援システムの更なる充実や、放

課後等における自己実現の場づくり、インクルーシブ教育の充実によって支援のネットワーク

を広げます。また、学校生活から社会生活への安定した移行へは、基盤となる家庭生活への支

援が不可欠であることから、本人支援のみならず家族支援の体制を強化します。 

【施 策】 

施策１：切れ目のない発達支援システムの充実    

施策２：支援が必要な子どもの早期発見・対応 

 施策３：教育・保育の充実 

施策４：放課後等の居場所づくりによる生活支援の充実 

（課題） 

●放課後どのように過ごさせたいかについて

は、「自宅で家族と過ごさせたい」50.6％に

次いで、「放課後等デイサービスを利用した

い」が 34.5％、「日中一時支援サービスを利

用したい」が 29.9％と高く、ニーズの高まり

がうかがえる。 

●18 歳未満の主たる介護者の健康状態につい

て、「疲れはてている」32.8％、「医者や治療

院で治療を受けている・持病がある」が

29.3％である。 

◆重症心身障がいのある子どもと暮らす家族の

多くが介護の負担感を募らせている。とりわ

け医療的ケアを必要とする場合、負担感はよ

り大きい。 

 

（取り組みの方向） 

・障がいのある子どもの放課後や休暇の居場所

づくりと保育によって、社会参加を促進する

とともに、家族の負担を軽減し、地域で安定

した生活を送ることができる体制づくりを推

進する。 

・緊急時に利用できる短期入所、日中一時支援

や、医療的ケアが必要な子どもへの対応が可

能な体制づくりなど、レスパイト事業の充実

を進める。 

・学齢期以降も利用できる居場所づくりを充実

させることにより、生活基盤を整えることに

よって安定した就労の継続へとつなげる。 
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施策５：社会参加の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（第２次計画改訂版の内容） 

目標２：「輝きたい」「働きたい」意欲に応える 

 「輝きたい」「働きたい」意欲のある人が、自分にあった社会参加や就労の場を見つけて、そ

の環境で力が発揮でき、生きがいや収入を得られる地域社会を築きます。 

【施 策】 

施策５：社会参加の促進 

施策６：就労の促進 

 

（課題） 

◎余暇を楽しむために困っていることについ

て、「移動するのに困る」24.０％、「一緒に楽

しむ仲間が得にくい」16.2％、「余暇を楽し

む経済的なゆとりがない」15.8％であった。 

■障がい者スポーツ大会を開催しても、参加者

が固定されている。また、若年層の参加者が

ほとんどいない。 

■余暇活動に参加しやすい移動手段の確保が必

要。 

◆就職後の定着の課題を考えたとき、仕事の継

続のための余暇支援が不足しているように思

われる。 

 

（取り組みの方向） 

・スポーツ活動、レクリエーション活動によっ

て、障がいのある人の健康づくりや生きがい

づくりを支援する。 

・社会参加や市民との交流による障がいへの理

解を促進する視点からも、参加機会の確保、

活動の周知、参加しやすい環境整備に取り組

む。 

・就労後の生活を支えるものとして余暇活動を

とらえ、ニーズに合った社会参加支援体制の

整備に努める。 
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施策６：就労の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（取り組みの方向） 

・周囲とのコミュニケーションを保ちながら、

治療もあることを踏まえ、一人ひとりの障が

い特性に応じた就労の促進に取り組む。 

・障がいのある人が安定して働きつづけられる

よう、土台となるべき安定した生活の実現を

支援する。 

・就労支援事業所の整備、職員の研修、就労後

に相談できる環境作りなどの継続的な就労支

援体制を構築し、就労定着を支援する。 

・企業に対し、障がいへの理解の促進、啓発を

行い、長く働ける環境を整える。 

・生活介護事業所の整備や、農福連携、企業協

力等の就労支援において、農業の直接的な指

導員や事業と人をつなぐコーディネーターや

機関の設置を検討するなど、就労の場の確保

に努める。 

 

 

（課題） 

●将来の生活で不安になることとして「就労支

援や就職のこと」をあげた人の割合は、

77.0％であった。 

■就労移行支援事業所が少なく、就労形態の選

択肢がない。生活介護、就労継続支援 B型が

明確に区別できず、本人の意図と外れること

もある。障がいの特性から作業所を選択でき

る環境づくりが必要。 

■企業の間に障がい者雇用への機運が高まって

いることもあり、企業への一般就労を促進し

てほしい。 

◆卒業後の進路先となる生活介護事業所が不足

している。 

◆知的障害を伴わない発達障がいの就労支援で

は、安定して社会参加している人は、生活の

安定と自己肯定感を持ち自己理解が図れてい

る状態にあることが確認されている。 

◆発達障がいのある方の就労支援には生活支援

の視点も併せもちながら行うことが必要であ

る。 

◆就職後、障がいへの理解が不足し、離職につ

ながってしまうケースがある。 

◆農福連携に関しては、必ずしも障がい者はじ

め、施設や施設職員が農業が得意ではない。 
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（第２次計画改訂版の見直し案） 下線箇所が見直し部分 

目標２：「輝きたい」「働きたい」意欲に応える 

「輝きたい」「働きたい」意欲のある人が、自分にあった社会参加や就労の場を見つけて、

その環境で力が発揮でき、生きがいや収入を得られる地域社会を築きます。また、長く「輝き」

「働き」つづけるために、障がいへの理解にもとづく合理的配慮のなされる環境づくりと、安

定した地域生活を送れるよう生活支援の仕組みづくりを進めます。 

 【施 策】 

施策５：社会参加の促進 

施策６：就労につなげ、働き続けられるしくみづくり 
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施策７：相談と情報提供の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（課題） 

●計画相談支援に関して「今よりも利用を増や

す予定」と答えた人は 20.7%である。 

●相談以外での情報の入手方法として、市のパ

ンフレット・ホームページ・講演会、市内の

福祉施設のパンフレット・ホームページ、県・

国のパンフレット・ホームページの利用が大

きく伸びている。 

■行政の窓口対応に、情報提供などの面でばら

つきがある。 

◆計画相談支援体制は、セルフプランの増加も

あり、体制は十分ではない。事業所および相

談員の数が少なく、受託事業所の本来の業務

を圧迫している。 

◆どの事業所も支援者確保に苦慮している。相

談員の不足。 

◆相談体制の不十分さにより、相談員の研修な

どのスキルアップの機会の確保が難しい。、ま

た、専従か兼務かによっても機会の差が生ま

れる。 

（第２次計画改訂版の内容） 

目標３：毎日の生活を支える 

住まいの場の確保や生活支援サービスの充実、地域のみんなが参加する支援によって、障が

いのある人やその家族の、毎日の生活を支えます。 

 【施 策】 

施策７：相談と情報提供の充実 

施策８：自立支援給付等による日常生活の支援 

施策９：経済的負担の軽減 

施策 10：住まいの確保 

施策 11：保健・医療の確保 

 

 （取り組みの方向） 

・市職員の研修の充実により、市民の立場を理

解したサービス体制を確立する。 

・さらなる計画相談事業所の参入、相談員の確

保により、継続的で充実した相談支援体制を

確立する。 

・複合的な問題を抱えた家庭が、地域から孤立

せず地域での生活が続けられるよう、関係機

関、多職種間の連携を強化し、重層的な地域

生活支援体制の構築を進める。 

・相談支援スキル向上のための研修を実施する

ため、相談体制の充実と待遇の改善を検討す

る。 
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施策８：自立支援給付等による日常生活の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（課題） 

■サービスの申請が困難なケースを念頭におい

ての制度設計と、関係機関への周知が必要。 

◆短期入所に関して、利用人数は増加している

が、一人当たりの利用日数は減少しており、

お断り件数が増えている。また、行動援護の

利用希望が増えている。 

◆医療的ケアが必要な重心児者が利用できる入

浴サービスが少ない。 

◆緊急時等に短期入所や日中一時支援事業を利

用できる事業所が少ない。 

◆強度行動障がいのある人が安心して通所でき

るよう、事業所の安定的な運営への支援が必

要。 

◆ピアサポートに関する、人材育成や活用の基

盤づくり等の取り組みが不十分である。 

◆精神障がいのある方の家族への支援は、現状

ではそれぞれの支援機関で個別に行ってお

り、支援が行き届いていない。 

◆地域移行者の対象数の少なさもあるが、人材

不足の中で、自立生活援助を運営する際にサ

ービス管理者と地域生活支援員を配置する必

要性があることに困難性を感じている。 

◆本人の特性や家庭環境の不安定さ、また地域

資源の不足等の問題があるケースでは、福祉

サービスを主軸とする方法が必要不可欠であ

る。 

（取り組みの方向） 

・第２次計画改訂版を引き継ぎつつ、より一層

のサービスの充実を図るとともに、ピアサポ

ートの活用等、社会状況の変化に合わせた多

様なニーズを把握し応える支援体制を強化す

る。 

・地域での暮らしを可能にするため、保健・医

療・福祉の連携や、グループホーム等の地域

資源の充実を通じ、地域移行へとつなげる支

援体制の構築を進める。 

・各領域における人材不足を解消するため、人

材の確保やスキルアップ、専門性の向上に努

め、障がいのある人への支援体制をより強化

する。 

・福祉サービスの充実に努める。 
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施策９：経済的負担の軽減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 10：住まいの確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（課題） 

■一人暮らしの家賃の補助や関連する情報の提

供。 

■コロナ後の社会を見据えた、経済的負担の軽

減。 

 

（取り組みの方向） 

・積極的な情報提供を行い、制度の利用を促進

する。 

・コロナ禍等の社会状況の変化による経済的な

負担が過重にならないような体制をつくる。 

 

（課題） 

◎今後３年以内に地域で生活したいと思うかと

いう問いに、「今のまま生活したい」との回答

が 69.4％と高い割合を示した。 

■グループホームの充実（数量の確保、訓練な

どの障がいをカバーできる体制づくり）。 

■重度知的障がいの人や強度行動障がいのある

人のための「生活の場」は、介護の困難性か

ら特に必要とされているにも関わらず、整備

が進んでいない。 

◆重症心身障がい児者が利用できるグループホ

ームが少なく、将来の生活の場への不安があ

る。 

 

（取り組みの方向） 

・地域交流のできる環境づくりと、近隣の地域

住民の理解を促進する。 

・強度行動障がいや医療的ケアを必要とする人

たちをはじめとする障がいの特性に対応で

き、また「親亡き後」の暮らしへの移行も視

野に入れた住まい環境の整備を推進する。 

・施設入所、グループホームに関して、住まい

の確保としてだけではなく、地域課題の解決

役としての機能を充実させる。緊急時の短期

入所、訓練等を行う生活移行支援の足がかり、

体験利用、虐待防止対策へのシェルターとし

て等、新たな資源をつくることも含め、機能

の拡充について検討する。 
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施策 11：保健・医療の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組みの方向） 

・依存症に対して、医療や保健、多様な専門機

関との連携や、当事者を支える社会資源や支

援の検討や、研修の機会づくり等の支援体制

の構築を進める。 

・医療分野における障がいや障がいのある人へ

の理解を促進し、合理的配慮の提供を踏まえ

た、適切な医療サービスを受けられる体制作

りを推進する。 

・医療的ケアを必要とする人に対して、サービ

スが途切れることなく利用できる、福祉サー

ビスと医療サービスの連携にもとづく支援体

制の充実を推進する。 

 

（課題） 

●医療を受けたいときに困っていることとし

て、「主治医や、かかりつけの医療機関が遠い」

が 20.7％となっている。また、「身体障害者

手帳を持っている」児童について、「主治医や、

かかりつけの医療機関が遠い」、「療育手帳を

持っている」児童について、「障がいを理解し

てもらえる医療機関がない」が比較的高い。 

◎医療を受けたいときに困っていることとし

て、「主治医や、かかりつけの医療機関が遠い」

が 13.5％である。また、「身体障害者手帳を持

っている」人は「主治医やかかりつけの医療機

関が遠い」が 13.5％、「療育手帳を持っている」

人は「障がいを理解してもらえる医療機関がな

い」が 10.3％と高い。「精神障害者保健福祉手

帳を持っている」人は「主治医やかかりつけの

医療機関が遠い」が 22.0％と高い割合を示し、

また「主治医や、かかりつけの医療機関の対応

が満足できない」への回答が 12.1％と比較的高

いことが特徴である。 

■病院診療への付き添いが必要。 

■医療費補助の基準に満たない難病患者への補

助。 

◆アルコール、ギャンブル、薬物依存へは、対

応が困難なケースが多く、課題も多い。 

◆重症心身障がい児および医療的ケア児のニー

ズとして、福祉サービスを利用したいものの、

多くのサービスが医療的ケアに対応不可のた

め、実際に利用できるサービスは訪問看護な

どの医療系サービスに限定されている。 
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追加：高齢分野との連携の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（課題） 

◎18 歳以上では、回答者の年齢に関して、60

歳以上が約 65％を占めた。この年齢比率は、

湖南市のすべての 18 歳以上の障がい者の年

齢構成比率とほぼ同じであった。 

◆利用者の加齢・高齢に伴う医療ケアの増加と

介護負担の増加。 

◆障がいのある人の高齢化とともに、今までで

きていたことができなくなってくる。家の掃

除、ゴミ出し、庭の草むしり等の生活支援や、

買い物や病院への移動支援を地域で支援でき

るようなシステムを構築してほしい。 

 

■障がい者の高齢化にともない、「親亡き後」の

生活をどうするのか、グループホームの充実

と看取りのシステムの構築をしていくべき。 

■障がい者の高齢化に伴う、介護支援への移行

をどうすればよいのか。 

■「親亡き後」の生活の見通しが立てづらい。 

（取り組みの方向） 

・障がいのある人が高齢の親や同胞の看取りを

支えるための支援について検討を進める。 

・障がい者の高齢化の実態に即して、障がいの

ある人が介護保険制度を有機的に利用できる

体制を検討推進する。 

・障がいのある高齢者の日常生活を支える、地

域丸ごとで無理なく支えあう、永続的なシス

テムの構築を検討する。 

・高齢と障がいという複合的な課題に対応でき

るための、甲賀地域の実情に合った、市や関

係機関との連携にもとづいた重層的支援体制

を構築する。 
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（第２次計画改訂版の見直し案） 下線箇所が見直し部分 

目標３：毎日の地域での生活を支える 

 住まいの場の確保や生活支援を充実させ、障がいのある人やその家族が安心して暮らせる地

域をつくります。施設の機能拡充や多職種間の連携、専門性の向上を通じ、地域移行支援・相

談支援・医療的支援をはじめ、障がいの特性や個々の状況に応じて、必要とされる生活支援サ

ービスの提供を図ります。また、医療と福祉との連携、高齢分野との連携、分野横断的な連携

体制を構築・強化し、重層的な支援体制の構築を目指します。 

【施 策】 

施策７：相談支援と情報提供の充実 

施策８：自立支援給付等による日常生活の支援 

施策９：経済的負担の軽減 

施策 10：地域の中での暮らしの場の確保 

施策 11：保健・医療の確保 

施策 12：高齢分野との連携 
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施策 12：人権文化の醸成と権利の擁護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（課題） 

●◎〇差別に対する市民の理解が進んでいるか

について、18 歳未満・以上では否定的な意見

が多い一方で、一般市民では肯定的な意見が

多く、意識の乖離がみられる 

■コロナ禍により、今までとは違う生活習慣や

対応に、支援する側も受ける側も戸惑うこと

が多い。新たな差別を生まないよう働きかけ

なければならない。 

■障がい者を取り巻く法整備は整ってきている

が、障がい者理解は市民に浸透していないよ

うに思う。 

◆障がいのある人が支援を受けながら地域で働

き・暮らし・活動することは基本的人権の尊

重であり、障害者差別解消法でいわれている

差別の禁止・合理的配慮の提供であるが、現

実にはまだまだ、人権が尊重される社会から

は程遠い。 

（取り組みの方向） 

・第２次計画改訂版を引き継ぎつつ、市民や地

域の意識・理解を醸成するための学習・研修、

交流・体験などの取り組みを強化する。 

・感染症拡大時やいかなる社会的状況にあって

も、障がいのある人の人権が尊重され地域で

安心して暮らすことのできる地域共生社会の

実現を目指し、差別の撤廃と合理的配慮の提

供に取り組む。 

・本計画のアピールを広く一般市民にも行い浸

透させ、基本理念である「共生社会づくり」

の実現を推進する。 

（第２次計画改訂版の内容） 

目標４：共生する地域をつくる 

市民や地域に障がいと障がいのある人への理解があり、障がいのある人ない人が自然に交流

し、かかわりあい、互いに支えあう地域共生社会をつくっていきます。 

【施 策】 

施策 12：人権文化の醸成と権利の擁護 

施策 13：ふれあい・交流の充実 

施策 14：コミュニケーション支援の充実 

施策 15：移動の確保 

施策 16：災害への備え 
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施策 13：ふれあい・交流の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 14：コミュニケーション支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組みの方向） 

・当事者団体の活動や団体間の連携に対して、

活動を促進するための支援や、一般市民の参

加促進のための環境整備を行う。 

・区、自治会やまちづくり協議会の取り組みを

通じて、交流の機会を設けることで、障がい

のある人の社会参加を促し、障がいへの理解

を促進する。 

・コロナ禍において、集わずともつながれる ICT

を活用した活動支援等、新しい活動形態の模

索を支援する。 

（課題） 

■手話通訳者のタイムシェア化による欠損時間

の発生等のサービス低下の解消と、質的向上。 

■聴覚障害のある人が情報を容易に受け取れる

よう、交番や公共施設での電光掲示板を設置

してほしい。 

 

（課題） 

〇障がいのある人のために、何かの協力や活動

参加をしたいかという問いには、「少し協力・

参加してもよい」が 42.4％で最も多く、「ぜ

ひ協力・参加したい」7.5％と合わせると、約

50％が協力・参加意向を示している。 

〇障がいに対する市民の理解を深めるために必

要なこととして、「障がいのある人に対しての

ボランティア活動やボランティア人材育成へ

の支援」との回答が、一般市民においては、

18 歳未満・以上と比較して高い割合を示し

た。 

■コロナ禍で活動の場が狭くなっている。 

■障がい児をもつ親同士の交流の場や情報共有

の場があればよい。また、若い世代の保護者

と、年齢の高い世代の保護者との世代間の交

流を推進し、考え方を共有できればと思う。 

■当事者団体間で連携しようとも、個人情報の

壁があり、思うように連携できない。 

■知的に重い障がいは目に見えず、理解も得ら

れにくい。社会に周知されるよう、保護者が

声をあげはじめている。 

 

（取り組みの方向） 

・第２次計画改訂版を引き継ぎつつ、より一層

のサービスの充実を図る。 

・聴覚障がいのある方のコミュニケーション支

援サービスの充実と質的向上を図る。 
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施策 15：移動の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 16：災害への備え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（課題） 

●◎「福祉避難所」の認知度は、「一時避難所」

の認知度の半分に満たない。 

〇「自分の地域に災害時要支援者がいるのを知

っているか」という問いに対して、「知らない」

と答えた一般市民は 86.2%と多数を占めた。 

●◎将来の生活で不安になることとして、「災害

が起こったときの避難のこと」が、18 歳未満

においては 46.0％、18 歳以上では 23.8％

と高い割合を示した。 

■災害時の要支援者への支援の重要な担い手で

ある自主防災組織に対して、研修会の開催、

情報提供、技術支援が必要である。 

■一時避難所、福祉避難所に入れない人もいる

ことを見据えた配慮が必要である。 

◆避難所等の環境、準備品等に不安を持ってい

る人は多い。 

 

（取り組みの方向） 

・福祉避難所の周知とともに、避難所の環境整

備を進め、また、障がいの特性により避難所

に避難できない人たちのための支援方法の検

討を進める。 

・災害時要支援者の名簿や災害時個別支援計画

の作成を進めるとともに、住民認知を広げ、

住民も参加する避難訓練を実施し、地域で支

えあう体制づくりを進める。 

・自治会、民生委員をはじめ、地域の防災対策

の主体たる自主防災組織への活動支援を行

う。 

・地域での日常生活から「顔の見える」関係を

築き、見守り支えあう地域づくりを進めてい

くことで、災害時にも地域に暮らすすべての

人が支え合いつながりあえる地域の仕組みの

構築を支援する。 

 

（課題） 

■障がいのある人の行動が容易になるよう、デ

マンド交通を充実させてほしい。 

■買い物や病院への移動を地域で支援できるよ

うなシステムを構築する必要がある。 

◆医療的ケアを必要とする重症心身障がい者に

とっては、外出時の移動支援を利用できる事

業所が少ない。 

 

（取り組みの方向） 

・第２次計画改訂版を引き継ぎつつ、より一層

の支援体制の充実を進める。 

・デマンド交通や、地域ぐるみで支援できる体

制の整備等、柔軟な移動手段の確保を図る。 

・医療的ケア児者への通院、通学への送迎支援

に対する県の動向を踏まえつつ、医療ケアを

必要とする人の利用できる移動手段の充実を

図る。 
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（第２次計画改訂版の見直し案） 下線箇所が見直し部分 

目標４：支えあい、共生する地域をつくる 

市民や地域に障がいと障がいのある人への理解があり、障がいのある人ない人が自然に交

流し、かかわりあい、互いに支えあう地域共生社会を実現するため、障がいと障がいのある

人への理解を深めるための事業を行います。また、地域で安心して暮らせるための生活支援

を行うとともに、日常からの見守りや顔の見える関係づくりを通して、有事の際も誰もとり

こぼさない体制づくりを進めます。 

【施 策】 

施策 13：人権文化の醸成と権利の擁護 

施策 14：ふれあい・交流による支えあいの関係づくり 

施策 15：コミュニケーション支援の充実 

施策 16：移動の確保 

施策 17：災害への備え 

 


